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新潟県小学生バレーボール連盟所属チーム 様 

新潟県小学生バレーボール連盟 

 

連盟所属チームの県外遠征等の取扱いについて（通知） 

 

 平素は、小学生バレーボールに対し、ご支援・ご協力いただきお礼申し上げます。 

 現在、国内における感染者数が増加している状況の中、バレーボールの活動においても、

感染が確認される事例が発生しています。 

また、新型コロナウィルス感染症に係る新潟県独自の警戒レベルが「警報」に引き上げら

れたことから、連盟所属チームの県外遠征等（県外チームとの交流含む）については、下記

のとおりお取り扱いください。 

記 

１ 感染拡大がみられる次の地域での遠征・合宿等については、控えること。 

  感染拡大がみられる地域（国の緊急事態宣言が出された都道府県含む） 

  北海道、首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）、栃木県、愛知県、岐阜県、近

畿圏（大阪府、京都府、奈良県、兵庫県）、福岡県、沖縄県 

２ 上記以外の地域での遠征・合宿等及び来県するチームとの交流についても、直近の感染

状況及び医療状況等を収集し、実施の必要性を慎重に判断すること。 

３ 上記、１、２の地域のチームと交流する場合、新潟県小学生バレーボール連盟所属のチ

ームは、事前に県小連に報告すること。（必須） 

（メールにて報告してください。必要要項：月日、県名、参加チーム名、報告者氏名） 

（報告先メールアドレス：onozuka@n-jva.com） 

また、選手については、通学する学校長並びに保護者の承諾を書面で得ること。（書式

は任意）その書面は、提示を求められた際に、速やかに提出できるように、一定期間（概

ね１か月）保管するものとする。 

4 報告なしで、後日県外チームとの交流が発覚した場合には、JVA コンプライアンス倫理

規程、日小連倫理規程により、指導者資格停止等の処分対象となる場合があります。 

また、書面等の保管管理についても同様の処置をとります。なお、個人情報等も関係し

ますので、保管管理には十分注意してください。 

 

                    担当：新潟県小学生バレーボール連盟 

                       理事長 小野塚繁則 

                       メール：onozuka@n-jva.com 

以上 


